
町内で空き家・空き地を探しておられる方へ 

「空き家バンク制度」（利用者台帳）への登録及び交渉・契約の流れ 

 

 

                    

「岬町利用者台帳登録申込書（様式第 8号）」を提出してください。 

                

 

 

 

 

 

 

 

                新しい登録物件があった場合、希望者には月に１回程度、 

               メールで物件情報を配信します。 

 

 

 

 

 

 

 

登録事業者の媒介により、交渉・契約をしてください。 

登録事業者の情報は登録物件の詳細情報内に掲載しています。 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

１．登 録 

 

２．物件情報の提供 

 

３．物件の交渉・契約 


